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第一級海上特殊無線技士試験問題

(注）解答は、答えとして正しいと判断したものを－つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。

鮎：鯛沖4胴1噸 法

〔１〕次の記述は、電波法Iこ規定する「無線局」の定義
である｡ヒコ内に入れるぺき字句を下の番号から
選べ

規

〔４〕総務大臣は、無線局の発射する電波の質力鵜務省
令で定めるものに適合していないと認めるときに、
その無線局に対してどのような措置をとることがあ
る力も次のうちから週'、

「無線局｣とは､無線設繍及び「－１の総体を
いう。ただし、受信のみを目的とするものを含まな
い。

１．免許を取り消す６

２．空中線の撤去を命ずる゜

３．臨廟こ電波の発射の停止を命ずる゜

４．周波数又は空中線電力の指定を変更する。
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〔２〕次の記述は、送信設備に使用する電波の質につい

て述ぺたものである。懲波法の規定に照らし、

□内に入れるぺき字句を下の番号から選べ

〔５〕無線局の免許人が電波法若しくは電波法に基づく
命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総
務大臣が行うことがある処分はどれ力も次のうちか
ら趣ぺ。

「送憎設備に使用する電波の周波数の偏差及び

幅［．等電波の質感総務省令で定めるところ
に適合するものでなければならない｡」

1．期間を定めて使用する電波の型式を制限する。
2．再免許を拒否する。

3．期間を定めてi剛層iの相手方又は通信噸項を制限
する。

4．期間を定めて空Ｕ１引線電力を制限する。
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〔3〕第一級海上騎殊無線技士の資格を有する者が、船

舶に蟻没する空中線電力５０ワット以下の無線魅活

及びデジタル選択呼出装圏で２５，０１０ｋＨｚ以

〔６〕船舶局の免許状は、掲示を困難とする場合を除

き、どの箇所に掲げておか)beければならない力も次

のうちから選べ。

上の周波数の電波を使用するものについて行うこと

ができる操作はどｵuOも次のうちから週'、 １．纐毎船橋の適当な箇所

２．受信装置のある場所の貝？やすい箇所

３．主たる送信装置のある場所の見？やすい箇所

４．船内の適当な箇所
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第一級海上特殊無線技士賦験問題

〔７〕一般通信方法における無線iiM倉の原則として無線 〔10］ 入港中の船舶の船舶局の運用が認めらｵUなし場合

局運用規則に規定されていないものはどｵ'’0も次の

うちから趣'、

I±ど》、､無線局運用規則の規定に照らし、次のう

ちから週'、

1．無線通信は、これを長時間行ってはならない

2．必要のない無線通I圖｢は、これを行ってはならな

い。

3．無線通{Eiに使用する用語は、できる限り簡潔で

なければならない

4．無線通信を行うときI或自局の識別信号を付し

て、その出所を明らかにしなけｵu五ならな',＄

1．総務大臣又は総合通信局長（NWMu総合i薗調J務

所長を含むも)が行う無線局の検査に際してその運

用を必要とする場合

２．中短波帯（１，６０６．５ｋＨｚから４，０００

ｋＨｚまでの周波数帯をいう｡)の周波数の電波を

使用して通報を他の船舶局に送I層『する場合

3．無線通信によらなければ他に陸上との遜酪手段

がなし､縁台であって、急を要する通報を海岸局に

送(言する場合

４．２６．１７５ＭＨｚを超え４７０ＭＨｚ以下の

周波数の電波により通信を行う場合

〔11〕副m薗明出し及〔厩､､麺報の遺富Iエどのように反

復しなければならな',功、無線局運用規則の規定に

照らし、次のうちから週べ

〔８〕無線電活による自局に対する噸出しを畳討箇した場

合において、呼出局の呼出名称0ｍ寵実であるとき

は､どうしなければ》beらない力､次のうちから週/、

1．他の通信に混信を与えるおそれがある場合を除

き、反復しなければならなし％

2．少なくとも３分間反復しなければならなし％

3．少なくとも５回反復しなけｵｕＺならない。

4．応答があるまで、必要な間隔をおいて反復しな

ければならない。

１．Ｌ鐸割F項のうち相手局の呼出名称の代わりに

「貴局名は何ですか｣の略語を使用して、直ちに

Ｈｆ響する。

2．呼出局の呼出名称が確実に網閥するまでZも答し

ない。

３．応答ﾖﾛ頁のうち相手局の呼出名称の代わりに

「誰かこちらを呼びました力ｑｊの略語を使用し

て、直ちに応答する。

4．応増FqB頃のうち相手局の､！;出名称を省略して、

直ちに応答する。

〔1m無線通信規則に規定している無線電話のHmn聞冒号〔9〕無線電話i圃冒におし､て、｢終わり」の略語を使用す

る場合は、次のうちのどれ力も I±どれ力も次のうちから選琢、

通信力鵜了したとき。

通報の送信を終わったとき。

周波数の変更を完了したとき。

通報がないことを通知しようとするとき。

ＭＡＹＤＡＹ

ＤＩＳＴＲＥＳＳ

ＰＡＮＰＡＮ

ＳＥＣＵＲＩＴＥ

●
●
●
●

■
■
一
句
シ
】
冗
宅
ｕ
△
■
二
・

●
●
●
●

●
■
△
（
四
夕
》
（
矼
一
）
・
勾
竺
●

(２）



α-６

平成２２年６月期

第一級海上特殊無線技士 ｢法規｣合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答

問題 正答

〔１〕 ２

〔２〕 １

〔３〕 １

〔４〕 ３

〔５〕 ４

〔６〕 ３

〔７〕 １

〔８〕 ３

〔９〕 ２

〔10〕 ２

〔11〕 ４

〔12〕 １
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